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第五条 この法律において「障害福祉サービス」とは、居宅介護、重度訪問介護、同行

援護、行動援護、療養介護、生活介護、短期入所、重度障害者等包括支援、施設入所

支援、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援及び共同生活援助をいい、「障害福祉

サービス事業」とは、障害福祉サービス（障害者支援施設、独立行政法人国立重度知

的障害者総合施設のぞみの園法（平成十四年法律第百六十七号）第十一条第一号の規

定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設（以下

「のぞみの園」という。）その他厚生労働省令で定める施設において行われる施設障

害福祉サービス（施設入所支援及び厚生労働省令で定める障害福祉サービスをいう。

以下同じ。）を除く。）を行う事業をいう。

７ この法律において「生活介護」とは、常時介護を要する障害者として厚生労働省令

で定める者につき、主として昼間において、障害者支援施設その他の厚生労働省令で

定める施設において行われる入浴、排せつ又は食事の介護、創作的活動又は生産活動

の機会の提供その他の厚生労働省令で定める便宜を供与することをいう。

１４ この法律において「就労継続支援」とは、通常の事業所に雇用されることが困難

な障害者につき、就労の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動の機会の提

供を通じて、その知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の厚生労働省令で定

める便宜を供与することをいう。


